
  

格付基準・指名基準・入札参加資格基準・発注標準一覧表（令和５年度） 

 

■格付基準 
業種 等級 総合点数 

土木 

Ａ １，１００点以上 

Ｂ ９１０点  ～１，０９９点 

Ｃ ７２０点  ～  ９０９点 

Ｄ ７１９点以下 

建築 

Ａ ９８５点以上 

Ｂ ６３０点  ～  ９８４点 

Ｃ ６２９点以下 

舗装 

Ａ １，３１５点以上 

Ｂ ９８０点 ～１，３１４点 

Ｃ ９７９点以下 

電気 

Ａ ９７０点以上 

Ｂ ６７０点  ～  ９６９点 

Ｃ ６６９点以下 

管 

Ａ ９７０点以上 

Ｂ ７４０点  ～  ９６９点 

Ｃ ７３９点以下 

造園 

Ａ ９３０点以上 

Ｂ ６９０点  ～  ９２９点 

Ｃ ６８９点以下 

水道管 

Ａ １，３３０点以上 

Ｂ １，０１０点 ～１，３２９点 

Ｃ １，００９点以下 

 
 

■指名基準 
金額区分 指名数 

   ５００万円未満 ６者以上 

   ５００万円以上  １，０００万円未満 ８者以上 

１，０００万円以上  ２，０００万円未満 ９者以上 

２，０００万円以上  ５，０００万円未満 １０者以上 

５，０００万円以上 １２者以上 

 
 



  

■一般競争入札における入札参加資格基準 

業種 
金額区分 

（税込） 

入札参加資格基準 

（等級の条件） 

土木 

５，０００万円以上       １億円未満 Ａ 

２，５００万円以上   ５，０００万円未満 Ｂ 

２，０００万円以上   ２，５００万円未満 Ｃ 

建築 
７，０００万円以上 １億５，０００万円未満 Ａ 

２，０００万円以上   ７，０００万円未満 Ｂ 

舗装 

３，０００万円以上   ８，０００万円未満 Ｂ及び市外 

１，７００万円以上   ３，０００万円未満 Ｂ 

１，０００万円以上   １，７００万円未満 Ｂ及びＣ 

電気 
２，０００万円以上   ８，０００万円未満 Ａ 

１，０００万円以上   ２，０００万円未満 Ｂ 

管 
２，５００万円以上   ８，０００万円未満 Ａ 

１，０００万円以上   ２，５００万円未満 Ｂ 

造園 
１，５００万円以上   ８，０００万円未満 Ａ 

１，０００万円以上   １，５００万円未満 Ｂ 

水道管 
２，５００万円以上   ８，０００万円未満 Ａ 

１，０００万円以上   ２，５００万円未満 Ｂ 

 ※１ 土木、建築工事の 1,000 万円以上 2,000 万円未満については、指名競争入札とし 
ているが、条件付き一般競争入札によることもできる。 

 ※２ 舗装の 1,000 万円以上 1,700 万円未満は、「９０日以上の直接的かつ恒常的な雇用 
関係にある者をアスファルトフィニッシャー、タイヤローラ、マカダムローラ及び 
モーターグレーダーを操作するオペレータとして配置できること。」を入札参加要件 
とする。 

    舗装の 1,700 万円以上 8,000 万円未満は、「この工事の施工に際して、自社名義又 
   は長期リース（５年以上）しているアスファルトフィニッシャー（2.4～6.0ｍ）、モ 

ーターグレーダー（2.8ｍ級以上）を使用し、９０日以上の直接的かつ恒常的な雇用 
関係にある者をアスファルトフィニッシャー、タイヤローラ、マカダムローラ及び 
モーターグレーダーを操作するオペレータとして配置できること。」を入札参加要件 
とする。（車両の種類及び規格については、案件により変更できる。） 

 
 

 
 

 



  

■指名競争入札における発注標準 

業種 
金額区分 

（税込） 

指名業者数 

（等級毎の指名数） 

土木 

１，０００万円以上 ２，０００万円未満※ Ｂ４者以下－Ｃ５者以上 

    ５００万円以上 １，０００万円未満 Ｃ４者以下－Ｄ４者以上 

    ５００万円未満 Ｃ３者以下－Ｄ３者以上 

建築 

１，０００万円以上 ２，０００万円未満※ Ｂ７者以上－Ｃ２者以下 

    ５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４者以下－Ｃ４者以上 

    ５００万円未満 Ｂ３者以下－Ｃ３者以上 

舗装   １，０００万円未満 Ｂ３者以下－Ｃ３者以上 

電気 
    ５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４者以上－Ｃ４者以下 

      ５００万円未満 Ｂ３者以下－Ｃ３者以上 

管 
    ５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４者以上－Ｃ４者以下 

      ５００万円未満 Ｂ３者以下－Ｃ３者以上 

造園 
    ５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４者以上－Ｃ４者以下 

     ５００万円未満 Ｂ３者以下－Ｃ３者以上 

※土木・建築工事の 1,000 万円以上 2,000 万円未満については、条件付き一般競争入札

によることもできる。 

 

 

■指名競争入札における発注標準の指名業者の等級及び指名数について 

 （１）「指名業者数（等級毎の指名数）」の等級の業者を指名する。ただし、地

域の実情に応じて、各等級の指名業者割合は変更できる。 

 （２）「指名業者数（等級毎の指名数）」の指名数は、原則として、「指名数１」

を適用する。ただし、地域の実情に応じて、「指名数２」を適用できる。 

金額区分 
指名業者数（等級毎の指名数） 

指名数１ 指名数２ 

  １，０００万円以上 

  ２，０００万円未満 
９者以上 ７者以上 

   ５００万円以上 

  １，０００万円未満 

８者以上 

（舗装は６者以上） 

６者以上 

（舗装は５者以上） 

５００万円未満 ６者以上 ４者以上 

 



  

■下水道管渠（汚水）工事及び水道管工事の指名競争入札における発注標準について 
 
 下水道管渠（汚水）工事（農業集落排水事業を含む）及び水道管工事の指名競争入札 
における発注標準については、次のとおりとする。 
 
【下水道管渠（汚水）工事】 

業種 
金額区分 

（税込） 

指名業者数 

（等級毎の指名数） 

土木 

１，０００万円以上 ２，０００万円未満 Ｃ９者以上 

５００万円以上 １，０００万円未満 Ｄ８者以上 

   ５００万円未満 Ｄ６者以上 

 
 
【水道管工事】 

業種 
金額区分 

（税込） 

指名業者数 

（等級毎の指名数） 

水道管 
５００万円以上 １，０００万円未満 Ｂ４者以下－Ｃ４者以上 

   ５００万円未満 Ｃ６者以上 

 


